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金銭の信託（組成用航空機）の評価損の計上に関するお知らせ 

当社は、2022年 9月期決算において、金銭の信託（組成用航空機）の評価損を計上いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１． 金銭の信託（組成用航空機）の評価損計上の理由 

当社は米国航空機信託受益権を対象としたオペレーティング・リース案件（以下「対象案件」とい

います。）に係る特定金外信託契約の信託受益権を、投資家に譲渡する目的で、貸借対照表上、商品

として流動資産「金銭の信託（組成用航空機）」に計上しております（注）が、2022年 9月末におけ

る会計上の評価を見直した結果、本日公表の 2022年 9月期決算において、「金銭の信託（組成用航空

機）」の評価損を売上原価に計上しております。 

対象案件は、外貨建で販売する大口投資家向け商品として組成したものですが、新型コロナウイル

ス感染症による航空機投資事業への不安の高まり、また、昨今の対ドル円安の影響により投資家の必

要資金が多額になることもあって、当社の保有期間が長期化しているものです。対象案件は、航空会

社の与信に問題がなくコロナ禍においても安定したリース料収入を得ており、商品性に問題はないと

考えているものの、当社の保有期間が長期化している事実に加え、会計上、商品として評価してきた

対象案件の信託受益権の処分について今後様々な選択肢が考えられる中、正味売却価額が低下してい

ると判断し、会計上の評価額を切り下げることにしたものです。 

この結果、当社個別決算で評価損 1,459百万円を計上しておりますが、このうち当社連結子会社へ

の手数料部分は連結決算上消去されるため、連結決算では評価損 1,217百万円を計上しております。 

(注) 対象案件を含む当社が組成する信託機能を活用した航空機リース事業案件は、当該リース事業を遂行する目的で

設定した特定金外信託に係る受益権を投資家に譲渡するものであり、当社は、この法的実態を鑑み、未販売の当

該受益権相当額を「金銭の信託（組成用航空機）」に計上しております。当該特定金外信託契約は、当社が信託

の受託者である株式会社ＦＰＧ信託に金銭を信託し、同社が当初委託者である当社の指図に基づき、当該金銭を

もって航空機（航空機を信託財産とする信託受益権を含む。）を購入したうえで、航空会社にリース・市場売却

等を行うものです。当該特定金外信託契約に係る信託受益権を、投資家に譲渡することで、委託者の地位が承継

されると共に、信託財産から生じる譲渡後の損益が投資家に帰属いたします。対象案件については、米国のレギ

ュレーションにより、米国の航空会社にリースを行う航空機の所有者は米国籍であることが求められるため、株

式会社ＦＰＧ信託は当該航空機の所有者にはならず、米国信託会社を受託者とする米国航空機信託受益権を取得

し、米国信託会社を当該航空機の所有者として登録しております。 

 

２． 業績に与える影響 

上記につきましては、本日公表の「2022年 9月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に反映しており

ます。 

以  上 


